
４．手続きの流れ 

手続き内容 期間 

交付申請書を提出（見積書等を添付） 5/10(月)～12/28(火) 

 工事・支払完了 交付決定日～2/28(月) 

 実績報告書を提出（領収書・写真） 3/31(木)締切 

 書類確認（町）→ 補助金額確定 - 

 請求書を提出 → 振込【終了】 - 

＜申請時点において未着手（契約・発注を含む）、且つ令和４年２月 28日までに完了する工事が対象＞ 

 ５．補助認定業者一覧（Ｒ3.4.22時点） 

No. 事業者名称 No. 事業者名称 No. 事業者名称 

１ 阿部勝建設 ２ ㈲荒屋タイル店 ３ ㈲祝田電気工事 

４ ㈲岩間建設工業 ５ ㈱上野工務店 ６ 小笠原建設 

７ ㈲小松組 ８ 三陸電業㈱ ９ ㈲高清水 

10 ㈲田中興業 11 田中電気工事㈱ 12 司土建 

13 ㈲トミーシステム 14 野崎建設 15 ㈱藤清工務店 

16 ㈱藤原組 17 松村建設㈱ 18 ㈲丸晴 

19 ㈲まるたに商事 20 ㈲八幡組 21 ㈱山口建設 

22 ㈱山千 23 ＳＫＣ水道設備 24 大安環境㈲ 

25 家子不動産開発㈱ 26 中村設備 27 赤武石油ガス㈱ 

28 ㈲エイワ工業 29 山陰設備㈱ 30 ㈱鈴藤商店 

31 阿部設備 32 川勝商店 33 吉里吉里水道工事 

34 佐々展建築 35 ＰＬＵＳデンキ 36 佐野住宅 

37 小原工建 38 万作工務店 39 澤舘電気 

40 藤原建築 41 菊池板金 42 北塗興業 

43 秀建工業 44 阿部長建設 45 一兜建築 

46 ライフでんき 47 ささき工務店 48 松永建築 

49 水車建設     

 【補助認定業者（条件）】 

次のいずれかの条件を満たす者であること 

  □ 大槌町営建設工事入札参加資格者 

  □ 大槌町指定給水装置工事事業者 

  □ 大槌町排水設備指定工事店 

  □ 当該補助金に係る認定を受けた者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅建設等促進事業補助金 

建設業応援補助金 

補助上限 

新築 

改築 
増築 

解体 

【補助率】３／４以内 

【問い合わせ先】大槌町産業振興課商工観光班（TEL：0193-42-8725） 

受付期間：令和３年５月１０日～１２月２８日迄 

５０万円 
-------- 

【大槌町ＨＰ】 

https://www.town. 

otsuchi.iwate.jp/ 

gyosei/docs/434774.html 

対象工期：２月２８日迄（未着手に限る） 

※受付期間内であっても、予算上限に達した時点で受付を終了いたします。 

※別途、加算条件あり 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

 ■ 申請時点において着手（契約・発注を含む）している場合は、対象外。 

 ■ 契約・発注は交付決定日以降とする。 

 ■ 対象住宅に居住・住民登録のうえ、期限までに実績報告すること。 

 ■ 対象期間（～２月 28日まで）の延長は認めない。期限までに完了しない 

   場合、対象外。なお、事業を廃止する場合、別途手続きが必要となります。 

 ３．補助対象経費 

対象経費 備考（施工例） 

【住宅内部】  

① 内壁（柱を含む） 内壁、壁紙、柱（躯体工事を含む） 

② 床（階段を含む） 床板、階段 

 ③ 天井（梁を含む） 天井、梁 

 ④ 建具 扉、窓 

 ⑤ 管・配線工事 給排水管工事、電気設備工事 

 ⑥ 設備 取付工事（設置・接続・撤去） 

【住宅外部】  

 ① 外壁（筋交いを含む） 外壁張り、塗装 

 ② 屋根（太陽光発電設備を除く） 屋根、雨樋 

 ③ 玄関ポーチ 玄関ポーチ舗装、スロープ設置 

 ④ 建具 雨戸の設置 

 ⑤ 防犯設備 屋外照明、インターホン設置 

【附帯設備】  

 ① 駐車場 車庫（屋根）設置、舗装 

 ② 倉庫、物置 設置工事（基礎・設置） 

 ③ 外構工事 舗装、ウッドデッキ設置 

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象経費から除くものとする 

対象外経費 備考（補足） 

① 附帯設備工事のみを実施する場合の費用 駐車場、倉庫・物置、外構工事のみ実施 

 ② 住宅内部に設置する設備の購入費用 システムキッチン、畳等の本体費用 

 ③ 倉庫及び物置の購入に係る費用 倉庫、物置の本体費用 

 ④ 測量及び設計費用 測量、設計 

 ⑤ 手数料 申請手数料、振込手数料、送料等 

 ⑥ 造成工事費 整地、盛土等 

 ⑦ 配線工事のうち、電話線等の設置工事 電話線、有線テレビジョン放送設備の設置 

 ⑧ 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 

 ⑨ 他の補助金等の交付を受けた箇所の工事費 国・県・町の補助金 

 ※ 増改築・解体工事等については、「建設業応援補助金（上半期募集）」のチラシをご確認ください。 

１．補助の対象工事と条件 

【対象条件（共通）】 

次の全ての条件を満たし、且つ、新築工事に該当すること 

□ 補助認定業者（町内建設業者）に依頼する工事であること 

□ 申請時点において未着手（契約・発注を含む）であること 

□ 交付決定日以降に契約（発注）し、令和４年２月 28日までに完了する工事であること 

□ 住宅建設に他の補助金の交付を受けていないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．補助金額 

【補助上限額】 ５０万円 

【補 助 率】 ３／４以内 

【交 付 回 数】 住宅１件につき、１回限り 

--------------------------------------------------------------               ---- 

 【加 算 金】 １０万円（一律） 

【加 算 条 件】 

 新築工事のうち、次の全ての条件を満たすこと 

 □ 次のいずれかの木材（大槌町産材等）であること 

   ア 産地証明制度（※）により、大槌町内で生産されたことを証明されたもの 

   イ 産地証明制度（※）により、町内事業者により製材加工されたことを証明されたもの 

   ウ ア及びイに相当するものであると町長が認めたもの 

  □ 岩手県産材１０㎥以上のうち、大槌町産材等を３割以上使用していること 

  （※ 岩手県産材認証推進協議会が実施する産地証明制度） 

【加算手続き】 

 ■ 交付申請 

・交付申請書「７．加算金」に「✔」を記入。 

・補助対象経費に対する補助金額に１０万円を加えた金額を申請金額として記入。 

 ■ 実績報告 

   ・実績報告書に「加算に係る届出（別紙）」を記入し、添付。 

   ・併せて、岩手県産材産地証明書及び出荷証明書を添付。 

 

新築工事 【対象条件】 

□ 新たに住宅を建設する工事 

□ 令和４年３月末までに対象住宅に居住

し、住民登録する者 

  （転入、町内転居のいずれも対象） 

□ 住宅の所有者 


